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○議長（吉田敏郎） 

皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これより令和

４年開成町議会３月定例会議第５日目の会議を開きます。 

午前９時００分 開議 

○議長（吉田敏郎） 

本日の日程に入る前に、本定例会議第４日目の答弁において、訂正の申出があり

ましたので、これを許可します。 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

去る３月１０日、午前中に行われました本会議、総括質問の中で、山本議員から

公共施設のＬＥＤ化についての御質問があったかと思います。その折に私が行った

答弁の中に一部、誤りがありましたので、この場をお借りして訂正させていただき

ます。 

学校関係のＬＥＤ化の中で、開成小、開成南小学校については一部ＬＥＤ化され

ているというふうに私が答弁いたしましたが、開成南小学校についてはＬＥＤ化は

まだされていないということで、訂正をさせていただきます。大変失礼いたしまし

た。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

それでは、本日の日程に入ります。 

日程第１  議案第１５号  令和４年度開成町一般会計予算から日程第８  議案

第２２号 令和４年度開成町下水道事業会計予算までを一括議題とします。 

本件に関しましては、予算特別委員会で審査を終了し報告書が提出されておりま

すので、委員長に報告を求めます。 

予算特別委員会、湯川洋治委員長。 

○１１番（湯川洋治） 

令和４年３月１４日、開成町議会議長、吉田敏郎様。 

予算特別委員会委員長、湯川洋治。 

付託議案審査結果の報告について。 

本委員会に付託された議案第１５号 令和４年度開成町一般会計予算から、議案

第２２号 令和４年度開成町下水道事業会計予算までの８議案の審査の結果、次の

とおり決定したので、開成町議会会議規則第７５条の規定により報告します。 

記。 

１、審査結果。 

議案第１５号 令和４年度開成町一般会計予算、全員賛成により可決。 

議案第１６号 令和４年度開成町国民健康保険特別会計予算、全員賛成により可

決。 
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議案第１７号 令和４年度開成町介護保険事業特別会計予算、全員賛成により可

決。 

議案第１８号 令和４年度開成町給食事業特別会計予算、全員賛成により可決。 

議案第１９号 令和４年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算、全員賛成に

より可決。 

議案第２０号  令和４年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会

計予算、全員多数により可決。 

議案第２１号 令和４年度開成町水道事業会計予算、全員賛成により可決。  

議案第２２号 令和４年度開成町下水道事業会計予算、全員賛成により可決。  

２、審査の経過。 

本特別委員会に付託された８議案について、令和４年３月１０日、１１日及び１

４日に各議案に対する詳細質疑を行い、令和４年３月１４日に委員会として採決を

行いました。 

採決の結果は、審査結果のとおりですが、令和４年度予算の執行及び事業の実施

に当たっては、次の事項について、特に留意されるべきであるとの意見が出されま

したので御報告いたします。 

（１）各重点事業について  

駅前通り線周辺地区土地区画整理事業、文命中学校大規模改修工事など重点事業

の進捗状況については、事業の進捗を適宜・適切に示すなど、随時情報等の報告を

されたい。 

（２）新型コロナウイルス感染症対策について  

国や県の動向を注視し、関係機関と連携の上、確実な対応を図るとともに、町民

生活の安定・安心を支える日常生活の回復に尽力されたい。  

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

お諮りします。本委員長報告については、質疑を省略したいと思いますけど、御

異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数）  

○議長（吉田敏郎） 

御異議なしと認めます。 

本一括議題につきましては、議事の都合上、分割して討論・採決を行います。 

議案第１５号 令和４年度開成町一般会計予算について、討論を行います。 

討論のある方は、いらっしゃいますか。  

 （「なし」という者多数）  

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、採決を行います。 

本案に対する予算特別委員会委員長の報告は可決であります。議案第１５ 令和

４年度開成町一般会計予算について、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は
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反対ボタンを押してください。 

ボタンの押し忘れはございませんですね。それでは採決を締め切ります。 

（賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

議案第１６号 令和４年度開成町国民健康保険特別会計予算について、討論を行

います。 

討論のある方はいらっしゃいますか。  

 （「なし」という者多数）  

○議長（吉田敏郎）  

討論はないようですので、採決を行います。  

本案に対する予算特別委員会委員長の報告は可決であります。議案第１６号 令

和４年度開成町国民健康保険特別会計予算について、原案に賛成の方は賛成ボタン

を、反対の方は反対ボタンを押してください。 

ボタンの押し忘れはございませんですね。それでは採決を締め切ります。 

（賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

議案第１７号 令和４年度開成町介護保険事業特別会計予算について、討論を行

います。 

討論のある方は、いらっしゃいますか。  

 （「なし」という者多数）  

○議長（吉田敏郎） 

討論はないようですので、採決を行います。 

本案に対する予算特別委員会委員長の報告は可決であります。議案第１７号 令

和４年度開成町介護保険事業特別会計予算について、原案に賛成の方は賛成ボタン

を、反対の方は反対ボタンを押してください。 

ボタンの押し忘れはございませんですね。それでは採決を締め切ります。 

（賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

議案第１８号 令和４年度開成町給食事業特別会計予算について、討論を行いま

す。 

討論のある方は、いらっしゃいますか。  

 （「なし」という者多数）  

○議長（吉田敏郎） 

討論はないようですので、採決を行います。 

本案に対する予算特別委員会委員長の報告は可決であります。議案第１８号 令
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和４年度開成町給食事業特別会計予算について、原案に賛成の方は賛成ボタンを、

反対の方は反対ボタンを押してください。 

ボタンの押し忘れはございませんですね。それでは採決を締め切ります。 

（賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

議案第１９号 令和４年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算について、討

論を行います。 

討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数）  

○議長（吉田敏郎） 

討論はないようですので、採決を行います。  

本案に対する予算特別委員会委員長の報告は可決であります。議案第１９号 令

和４年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算について、原案に賛成の方は賛成

ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 

ボタンの押し忘れはございませんですね。それでは採決を締め切ります。 

（賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

議案第２０号 令和４年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計

予算について、討論を行います。討論のある方は、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数）  

○議長（吉田敏郎） 

討論はないようですので、採決を行います。  

本案に対する予算特別委員会委員長の報告は可決であります。議案第２０号 令

和４年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計予算について、原案

に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。 

ボタンの押し忘れはございませんですね。それでは採決を締め切ります。 

（賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

議案第２１号 令和４年度開成町水道事業会計予算について討論を行います。 

討論のある方、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（吉田敏郎） 

討論はないようですので、採決を行います。 

本案に対する予算特別委員会委員長の報告は可決であります。議案第２１号 令

和４年度開成町水道事業会計予算について、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対
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の方は反対ボタンを押してください。 

ボタンの押し忘れはございませんですね。それでは採決を締め切ります。 

（賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

議案第２２号 令和４年度開成町下水道事業会計予算について討論を行います。 

討論のある方は、いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数）  

○議長（吉田敏郎） 

討論はないようですので、採決を行います。 

本案に対する予算特別委員会委員長の報告は可決であります。議案第２２号 令

和４年度開成町下水道事業会計予算について、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反

対の方は反対ボタンを押してください。 

ボタンの押し忘れはございませんですね。それでは採決を締め切ります。 

（賛 成 全 員） 

○議長（吉田敏郎） 

採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

以上で、議案第１５号 令和４年度開成町一般会計予算から議案第２２号 令和

４年度開成町下水道事業会計予算までの審議を終了します。  

続いて、日程第９ 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定め

ることについて）を議題とします。 

説明を担当参事に求めます。 

町民福祉部参事兼福祉介護課長。 

○町民福祉部参事兼福祉介護課長（渡邊雅彦） 

それでは、報告第１号の専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることに

ついて）を御説明いたします。 

１ページめくっていただきまして、専決処分書を御覧ください。 

事故の発生は、令和３年１０月１４日の足柄上地区手話奉仕員養成講習会の終了

した２０時５０分頃、開成町福祉会館の団体利用コーナーにおきまして片づけを実

施している際に発生いたしました。 

足柄上地区手話奉仕員養成講習会は開成町が事務局となり、足柄上地区１市５町

が共同で実施しております。けがをされた方は、開成町延沢在住の受講者の方でご

ざいます。 

事故の発生の状況でございますが、次のページの写真のほうを御覧いただければ

と思います。写真では広げられている状態でございますが、この机のほうが、講習

会の際には長机は折りたたまれた状態で部屋の後方のほうにまとめて置かれてお

りました。講習会の終了後、写真のような形に戻すため折りたたまれた机を受講者

の皆様にもお手伝いいただいて移動させる際に、受講者の方が長机を片手で引っ張
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ったことで、机のバランスが崩れ、受講者の方のほうに倒れてしまい、足の甲を打

撲してしまいました。 

事故の直接的な原因としましては、受講者の方が折りたたんである机を片手で引

っ張り、机のバランスが崩れてしまったことによるものですが、原因の一端には主

催者側としても片づけの際に注意喚起が不足していたこともあると思います。 

賠償の額につきましては、治療費及び薬剤費、打撲した足の腫れにより仕事を休

まれた期間が１１日ありますので、その間の休業補償、それに通院時の慰謝料を合

わせた合計金額が１４万１５７４円となります。このうち、御本人の過失割合が７

割ございますので、賠償額から御本人の過失割合を引いた３割分の４万２，４７２

円が町の損害賠償額となります。 

次年度以降もこの事業を実施いたしますので、再発防止対策といたしまして１市

５町の担当者の間で安全対策の情報共有等、実施に当たりましての注意喚起を徹底

してまいりたいと思います。 

御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○議長（吉田敏郎） 

説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑をどうぞ。ございませんか。 

 （「なし」という者多数）  

○議長（吉田敏郎） 

ないようですので、報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定め

ることについて）を終了といたします。 

以上をもちまして、３月定例会議に付議された案件の審議は全て終了いたしまし

た。 

これにて散会をいたします。 

皆様、大変お疲れさまでした。 

午前９時１５分 散会 
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